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その他必要な
事項（備考）

1
外来棟トイレ手洗い自動水栓交
換工事

事務部総務課
旭川市曙１条１丁目

令和3年2月8日
フジタビルメンテナンス株式
会社

2,346,300円

当該業者は、過去の実績により当該施設を熟知
しており、迅速な対応や能力、経験を有しているこ
とから、当該業務を遂行できる業者のため。（日本
赤十字社会計規則第36条第3項）

2 ノンコンタクトトノメーター
事務部調度課
旭川市曙１条１丁目

令和3年2月25日 株式会社竹山 2,035,000円
本件は、緊急の必要により競争に付することがで
きないことから、随意契約とする。（日本赤十字社
会計規則第36条第3項）

3 輪転機
事務部調度課
旭川市曙１条１丁目

令和3年2月26日 株式会社大江商店 5,158,600円
本件は、取扱いのできる業者が1社のみで競争に
付することができないことから、随意契約とする。
（日本赤十字社会計規則第36条第1項）
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随意契約締結状況

【令和３年２月分】


